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１．はじめに
（独）水資源機構（以下，「水機構」という）

では，愛知用水や豊川用水などの地区において
30 カ所のダム・調整池等を管理している。こ
のうち一級または二級河川の河道内に設置され
ている許可工作物である利水ダム等では，原則
５年間隔で河川管理者によるダム定期検査を受
け，安全性が確認されているが，河道外貯留施
設となる調整池等（以下，「調整池等」という）
については，所管事業所が日常的な点検は行っ
ているものの，統一した基準による安全性の確
認はなされていなかった。そこで水機構では，
ダム定期検査の対象となっていない調整池等に
ついて統一的な点検要領を定めた上で，調整
池等安全点検（以下，「安全点検」という）を
2014（平成 26）年から実施して調整池等の現
状を把握するとともに安全性の確認を行うこと
に取り組んでいる１）。

本稿では，水機構が実施する調整池等の安全
点検に係る取組について報告する。

２．従前の点検状況
図－１はダムの点検・検査に係る分類２） に，

調整池等の安全点検を加筆して水資源機構の取
組を表したものである。

30 カ所のダム・調整池等のうち，河川管理
者によるダム定期検査を実施している施設は
12 カ所あり，残る 18 カ所がダム定期検査の対
象外である調整池等に該当する。

これまでの調整池等の点検は，所管事業所ご
とに実施され，「土地改良施設管理基準―ダム
編―」３），「ダム構造物管理基準」４） に準拠し，
各ダムの管理の期間の区分（湛水開始から満水
以後所要時間を経過するまでを第１期，第１期
以後ダムの挙動が安定するまでを第２期，第２
期経過以降を第３期とする。）に応じた頻度で
計測管理，巡視点検等が行われていた。しかし，
ダム定期検査のような計測値の分析方法，調整
池等への影響の把握方法，管理基準にある計測
項目以外の計測や計測機器点検の頻度につい
て，統一した基準による取扱いは行われていな
かったことから，それに代わる安全点検を実施
するための「調整池等安全点検要領」を定めて
安全性の確認を行うこととした。

３．「調整池等安全点検要領」の目的
調整池等の施設は , 容易に更新・代替のでき

ない構造物であるため , 水機構として効率的な維
持管理や運用を持続的に行うため , 次の観点に
則って安全点検を実施していくことが望ましい。

①安全性及び機能の保持
②維持管理費の低減
③説明責任（アカウンタビリティ）の確保
そのため ,「調整池等安全点検要領」は , これ

らの留意点を踏まえてストックマネジメントの一
環として施設の安全点検を実施するために必要
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図ー1　ダム（調整池等）の点検・検査の分類
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な事項を定めることにより , 調整池等の安全性の
確認及び施設管理に万全を期することを目的と
して作成した。作成にあたっては , 国土交通省が
公表している「ダム定期検査の手引き [ 河川管
理施設のダム版 ] ５）」を参考にしており , 点検報
告書の様式や評価手法についても準用している。

４．「調整池等安全点検要領」の概要
「調整池等安全点検要領」では , 安全点検の

実施と指摘事項に基づく対策措置の報告までが
着実に行われるようにするため , 次のとおり対
応を定めている。

（１）安全点検対象施設の通知
水路事業部から所管事業所へ点検対象施設を

通知する。
（２）安全点検の実施依頼

水路事業部からの依頼により , 総合技術セン
ターが安全点検を実施する。

（３）点検員及び点検補助者の選任
点検員の選任は , 各施設の点検水準を合わせ

るとともに , 技術的な事項について第三者的な
視点で施設を点検する観点から , 総合技術セン
ターから選出して実施する。

（４）点検員及び点検補助者の通知
水路事業部は , 点検員及び点検補助者の選任に

ついて総合技術センターから報告を受けた後 , 所
管事業所等へ点検員及び点検補助者を通知する。

（５）安全点検の実施
安全点検は , 統一的な基準で点検を行う観点

から , 次の内容を確認する。
①管理体制及び維持管理状況
②資料記録の整備保管状況
③施設・設備状況
安全点検に先立ち , 所管事業所で観測データ

の整理・分析作業を行い , 調整池等安全点検資
料を作成する。点検員は , 安全点検資料に基づい
て書面検査及び現地検査を行う。詳細について
は ,「５．安全点検の内容と点検方法」で後述する。

（６）点検報告書の提出
安全点検の結果を点検報告書にとりまとめ , 水

路事業部へ提出する。点検報告書は , 水路事業部
から所管事業所へ送付する。改善を要する点が
ある場合は,その旨の意見を付した上で送付する。

（７）改善措置等の結果報告
改善を要する旨の意見を受けた所管事業所

は , 改善のための必要な措置を講じ , その結果
を水路事業部へ報告する。

５．安全点検の内容と点検方法
「調整等安全点検要領」においては , 次に示

す内容で安全点検を実施する。
（１）安全点検の頻度

安全点検は，河川管理者が行う「ダム定期検
査」の対象ではない調整池等（堤高 15m 未満
を含む）を対象とし，ダム定期検査の頻度に倣
い，原則として５年に１回実施する。

（２）準拠資料
「ダム定期検査の手引き [ 河川管理施設のダ

ム版 ]」５）に準じて水機構が作成した「独立
行政法人水資源機構調整池等安全点検要領」に
基づき実施する。

（３）実施体制
専門技術者の目で俯瞰的に状態を確認するた

め，総合技術センターから点検員及び点検補助
員を選出し，所管事業所と協働で安全点検を実
施する体制とする。

（４）日常管理の点検等と安全点検の項目
日常管理の計測・点検項目とその頻度，及び

安全点検の点検項目を表－１（a）（b）に示す。

表ー1　(a) 点検項目（日常管理）
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ストックマネジメント

安全点検には日常管理の計測・点検の内容す
べてについての確認が含まれている。たとえば

「ダム施設の維持管理状況」には，巡視点検記
録や地震記録などが正しく整理されているかを
全般的に確認する項目が含まれている。日常管
理で再確認することが少ない内容を，第三者の
目線で俯瞰的に見直すことで，堤体等が良好な
状態か，流水の管理が適切に実施されているか
を書面及び現地で再確認する（図－２，図－３）。

図ー2　書面確認の状況

また，安全点検では前回の点検時において指
摘があった事項への対応状況の追跡確認を行う。
水機構では，前回点検から５年以上が経過して
いる事業所においては職員の異動により情報が
引き継がれないリスクも想定されるため，指摘
事項への対応状況を追跡することにも重点をお
き，所管事業所と協働で確認作業を実施する。

６．安全点検での具体的な取組事例
安全点検において確認した指摘や助言の事例

を次に示す。
（１）計測頻度に関する助言

管理区分第３期の調整池で，沈下量・変位計
測を１回 / ３カ月の頻度で実施していた。「土
地改良施設管理基準―ダム編―」によると，堤
高 70m 未満のフィルダムでは計測頻度を１回
/ 半年としてよいため，計測値の安定を確認し
た上で，計測頻度の見直しを助言した。

（２）故障表示に関する助言
監視操作卓において，利水放流バルブ等の各

放流設備の故障表示が「故障」のみの表示となっ
ており，故障状態を示す「軽故障」，「重故障」
の区別が行われていなかった。監視制御端末装
置では詳細な故障内容の確認ができないため，
現地の機側表示盤で故障状態を確認しており，
情報把握に時間を要する状況であった。今後の
整備等にあわせ，故障状態を示す信号を端末装
置に取り込むことを助言した。

（３）堤体法面に関する指摘
調整池天端法肩にある手すりや観測標的の基

礎周囲の土が流亡し，不安定な状態にあること
を確認したため，流失部分への間詰め等を行う
こと，また，堤体上流法面に木質化しつつある
雑草が見受けられたため，適切に除草を実施す
ることなどを指摘した。

指摘は，要領で定めている「b ２判定（ダム

表ー1(b)点検項目（安全点検）

図ー3　現地確認（貯水位状態）の状況
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の安全性及び機能は保持されていると判断され
るものの，必要に応じて措置を講じる必要があ
る」に当たるとし，必要な措置の実施と対応結
果の報告を義務付けた。図－４は，指摘に基づ
いて土の流亡箇所に土のう設置による流失防止
の措置を行ったものである。報告は所管事業所
が必要な措置を行ったうえで本社水路事業部へ
報告することで，その後の対応が確実に実施さ
れたことを確認できる。

図－４　対策の措置状況（土のう設置）

７．安全点検の取組による効果
統一的な点検要領に沿って安全点検を実施す

ることにより，次の効果が得られるものと考え
られる。

（１）堤体等の安全性について，専門技術者が
統一的な基準に基づき俯瞰的に確認できる。

（２）点検内容及び点検結果の整理方法を統一
し，管理状況を効率的に把握できる。

（３）データ管理の方法，計測箇所の追加，設
備の安全対策等の日常管理の質の改善が図
られる。

（４）計測値に異常が生じた際の対応・措置の
迅速化が図られる。

（５）不具合の早期発見，早期対策により管理
費の最適化，効率化に寄与できる。

（６）統一的な基準による点検の実施で，計画
的かつ効率的な補修計画を立てることが可
能となり，第三者への説明責任を果たすこ
とができる。

８．機構外部への技術協力
水機構では，地方自治体等が管理する調整池

等について，水機構が蓄積しているノウハウを
活かした安全点検を行い，施設管理者が適切な
施設管理を行うための技術協力を行っている。

2018（平成 30）年度より地方自治体が管理
する２カ所の調整池等について，総合技術セン
ター職員が点検員になり，書面及び現地の安全
点検を実施している。

９．おわりに
水機構では，完成年が 1959（昭和 34）年か

ら 2008（平成 20）年までの調整池等の管理・
運用を行っている。その中で , 各施設で観測設
備の整備水準の違いや観測機器の老朽化等の問
題を抱えている。また , 施設の老朽化が進行し
ていく中で将来の維持管理や更新費用の低減に
取り組むことも重要な課題となっている。

水機構が有する施設の機能を維持しつつライ
フサイクルコストの低減に取り組むため , 引き
続き安全点検を実施していくとともに , 水機構
が有する技術の情報発信を通じて関係者の理解
や信頼性の向上に取り組んでいきたい。
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